
 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援

対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例案について 
 

 １ 制定理由 

   次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推

進法等（次世代育成支援対策推進法、母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法）

の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例について所要の改正をしよう

とするものである。 

 

 ２ 条例案の内容 

  （１）青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例  

   母子及び寡婦福祉法の一部改正により、第３０条中「母子自立支援員」

を「母子・父子自立支援員」に、「母子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」

に改める。 

  （２）青森市特例児童扶養資金の貸付金の償還の免除に関する条例 

   母子及び寡婦福祉法の一部改正により、第１条中「母子及び寡婦福祉法」

を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。 

  （３）青森市消防団員等公務災害補償条例 

    児童扶養手当法の一部改正による条項ずれに伴い、それらを引用してい

る青森市消防団員等公務災害補償条例について所要の整理を行う。 

 

 ３ 施行期日 

  （１）平成２６年１０月１日施行 

・青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

   ・青森市特例児童扶養資金の貸付金の償還の免除に関する条例 

（２）平成２６年１２月１日施行 

・青森市消防団員等公務災害補償条例 

資料１－８ 
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青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

（関係機関との連携） （関係機関との連携） 

第三十条 母子生活支援施設の長は、福祉事

務所、母子・父子自立支援員、児童の通学

する学校、児童相談所、母子・父子福祉団

体及び公共職業安定所と密接に連携すると

ともに、必要に応じ児童家庭支援センター、

婦人相談所等関係機関と連絡調整を行い、

母子の保護及び生活支援に当たらなければ

ならない。 

第三十条 母子生活支援施設の長は、福祉事

務所、母子   自立支援員、児童の通学

する学校、児童相談所、母子   福祉団

体及び公共職業安定所と密接に連携すると

ともに、必要に応じ児童家庭支援センター、

婦人相談所等関係機関と連絡調整を行い、

母子の保護及び生活支援に当たらなければ

ならない。 
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青森市特例児童扶養資金の貸付金の償還の免除に関する条例 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○青森市特例児童扶養資金の貸付金の

償還の免除に関する条例 

○青森市特例児童扶養資金の貸付金の

償還の免除に関する条例 

平成十八年六月二十八日 平成十八年六月二十八日 

条例第四十七号 条例第四十七号 

（趣旨） （趣旨） 

第一条 この条例は、母子及び父子並びに寡

婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）

第十五条第二項の規定に基づき、特例児童

扶養資金（児童扶養手当法施行令及び母子

及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政

令（平成十四年政令第二百七号）附則第四

条第一項に規定する特例児童扶養資金をい

う。以下同じ。）の貸付金の償還の免除に

関し必要な事項を定めるものとする。 

第一条 この条例は、母子及び     寡

婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）

第十五条第二項の規定に基づき、特例児童

扶養資金（児童扶養手当法施行令及び母子

及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政

令（平成十四年政令第二百七号）附則第四

条第一項に規定する特例児童扶養資金をい

う。以下同じ。）の貸付金の償還の免除に

関し必要な事項を定めるものとする。 
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青森市消防団員等公務災害補償条例 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

附則 

（他の法律による給付との調整） 

附則 

（他の法律による給付との調整） 

第九条 （略）１～６ 第九条 （略）１～６ 

  

７ 児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二

百三十八号）の規定による児童扶養手当又

は特別児童扶養手当等の支給に関する法律

（昭和三十九年法律第百三十四号）の規定

による特別児童扶養手当、障害児福祉手当

若しくは国民年金等改正法附則第九十七条

第一項の規定により支給する福祉手当が支

給されている場合において、これらの手当

の支給を受ける者又はこれらの手当の支給

の対象となる児童（これらの手当の支給を

受ける者を除く。）に係る年金たる損害補

償を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に掲げる給付とみなしたならば、

これらの手当の全部又は一部が支給されな

いこととなるときは、当分の間、この条例

の規定による年金たる損害補償の各月分の

額から総務省令の定めるところにより規則

で定める場合の区分に応じ、総務省令の定

めるところにより規則で定める額を控除し

た残額を当該各月分の額として支給するも

のとする。 

７ 児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二

百三十八号）の規定による児童扶養手当又

は特別児童扶養手当等の支給に関する法律

（昭和三十九年法律第百三十四号）の規定

による特別児童扶養手当、障害児福祉手当

若しくは国民年金等改正法附則第九十七条

第一項の規定により支給する福祉手当が支

給されている場合において、これらの手当

の支給を受ける者又はこれらの手当の支給

の対象となる児童（これらの手当の支給を

受ける者を除く。）に係る年金たる損害補

償を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に掲げる給付とみなしたならば、

これらの手当の全部又は一部が支給されな

いこととなるときは、当分の間、この条例

の規定による年金たる損害補償の各月分の

額から総務省令の定めるところにより規則

で定める場合の区分に応じ、総務省令の定

めるところにより規則で定める額を控除し

た残額を当該各月分の額として支給するも

のとする。 

一 当該年金たる損害補償が団員に係るも

のである場合 児童扶養手当法第十三条

の二第一項第一号、第二号若しくは第三

号若しくは第二項第一号に定める給付又

は特別児童扶養手当等の支給に関する法

律第三条第三項第二号若しくは第十七条

第一号（国民年金等改正法附則第九十七

条第二項において準用する場合を含む。）

に定める給付 

一 当該年金たる損害補償が団員に係るも

のである場合 児童扶養手当法第 四条

第二項第二号、  第五号若しくは第十

号若しくは第三項第二号に定める給付又

は特別児童扶養手当等の支給に関する法

律第三条第三項第二号若しくは第十七条

第一号（国民年金等改正法附則第九十七

条第二項において準用する場合を含む。）

に定める給付 
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改正後 改正前 

二 当該年金たる損害補償が消防作業従事

者等に係るものである場合 児童扶養手

当法第十三条の二第一項第四号又は第二

項第二号    に定める給付 

二 当該年金たる損害補償が消防作業従事

者等に係るものである場合 児童扶養手

当法第 四条第二項第三号、第八号、第

九号又は第十三号に定める給付 

（平成二二条例二六・一部改正） （平成二二条例二六・一部改正） 

附 則（平成一七年六月条例第二四九

号） 

附 則（平成一七年六月条例第二四九

号） 

  

 


